
 

令和元年度甲種防火管理講習実施要綱 

［双葉地方広域市町村圏組合消防本部］ 

１ 講習の種類 

消防法施行令第３条に基づき、甲種防火管理者の資格を附与するために行う講習。 

 

２ 講習日程及び申込期間（今年度から年２回実施します） 

① 前 期 令和元年７月２４日（水）・７月２５日（木） 

申込期間：６月１０日（月）～６月２８日（金） 

② 後 期 令和２年２月 ６日（木）・２月 ７日（金） 

申込期間：１２月２３日（月）～１月１０日（金） 

※１ テキスト発注の都合上、最終日必着とします。 

※２ 受講定員に達し次第、受け付けを終了します。例年、受付期間前に締め切りとなって 

  いるため、年２回の開催としました。早めに申請をお願いします。 

 

３ 講習場所  富岡消防署新庁舎（３階会議室） 

〔add:福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 673-3／℡：0240-22-2119〕 

 

４ 定  員  ４８名（最少開講人数を１０名とします。） 

 

５ 受 講 料   講習は無料ですが、講習用図書や資料が必要となりますので、申込時受付におい

て５，０００円を申し受けます。（※釣り銭がないようにお願いいたします。） 

※１ 既納のテキスト代は、理由の如何を問わず返金できませんのでご注意ください。 

講習会を欠席された方のテキストは後日着払いで郵送いたします。 

 

６ 修了証の交付 

講習の全課程を修了されました方には、「修了証」を交付いたします。欠席、遅刻または早退

をされた方には、修了証を交付できません。 

 

７ 受講手続き 

⑴ 受講申込書 

受講申込書は、消防本部、浪江消防署、葛尾出張所、富岡消防署、楢葉分署、川内出張所

にて、６月１０日から配布いたしますので、必要事項を記載し受講費用とともに提出してく

ださい。 
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⑵ 申込書の提出先 

① 浪江消防署 

     〒９７９－１５１３ 双葉郡浪江町大字幾世橋字大添４５ 

     Tel：０２４０－３４－４１１１ Fax：０２４０－３４－４１２０ 

② 葛尾出張所 

   〒９７９－１６０２ 双葉郡葛尾村大字落合字落合２５４－２ 

   Tel:０２４０－２９－２１１９ Fax:０２４０－２９－２４４２ 

  ③ 富岡消防署（昨年度から移転しました） 

     〒９７９－１１５１ 双葉郡富岡町大字本岡字王塚６７３－３（双葉地方会館西隣） 

     Tel:０２４０－２２-２１１９  Fax：０２４０－２２－２２４４ 

④ 楢葉分署 

     〒９７９－０５１３ 双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸１-１１０ 

     Tel：０２４０－２５－２１１９ Fax：０２４０－２５－２１４８ 

⑤ 川内出張所 

   〒９７９－１２０１ 双葉郡川内村上川内大字上川内字早渡１１－４ 

   Tel：０２４０－３８－２１１９ Fax：０２４０－３８－２４４０ 

 

８ その他 

⑴ 筆記用具、昼食は各自用意してください。 

⑵ 次の資格を終了している方は、講習科目の一部免除を受けることが出来ます。 

   なお、申込時に資格証の写しが必要です。 

  ① 免除の対象となる資格 

   ・ 消防設備点検資格者 

   ・ 自衛消防業務講習修了者 

  ② 免除科目 

   ・ 講習 1日目の午前に行う「防火管理の意義及び制度」 

    ※ただし、効果測定は免除部分を含む全科目を実施します。 

 

９ お問い合わせ 

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 消防課予防係 担当：志賀、磯部 

Tel:０２４０－２５－８５２３ Fax：０２４０－２５－８５２４ 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年度甲種防火管理講習時間割表 

１日目 ２日目 

時 程 科   目 時 程 科   目 

9:00～9:25 受付 9:00～9:25 受付 

9:30～9:35 開講式 9:30～12:00 自衛消防 

9:35～9:45 講習案内 12:00～13:00 昼  食 

9:50～11:40 防火管理の意義と制度の概要 13:00～14:30 防火管理の進め方と消防計画 

11:40～12:40 昼  食 14:40～15:30 効果測定 

12:40～14:30 火気取扱の基本知識と出火防止対策 15:40～16:00 修了証交付・閉講式 

14:40～16:30 施設・設備の維持管理 

※ 自衛消防業務講習又は消防設備点検資格者講習を既に受講されている方は、「防火

管理の意義及び制度」の科目が免除になります。 

  該当する場合は、修了証を持参し１２：００～１２：３０の間に受付して下さい。 
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講習会場のご案内(富岡消防署) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場の注意点  

① 受講者の方々の駐車場は、富岡消防署庁舎の南側前庭（赤点線内）となります。 

② 富岡消防署庁舎周辺（黄色斜線部分）は、災害等で出場する車両、資機材の準備ス

ペースのため駐車禁止となります。 

③ 当駐車場内での事故・盗難等のトラブルにつきましては、一切責任を負いませんの

で、施錠等の自己管理をお願いします。 

富岡川 

旧サンデンキ 
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双葉地方会館 
常磐開発 

高葉建設ＪＶ 

パンチンコアトム 

跡地 

玄関 

↓ 至 楢葉町 

↑ 至 大熊町 

東京電力廃炉資料館 

駐車禁止 


